
利活用や適正管理を促進するため、市

報やＤＭなどで意識啓発を行う。

勧告以降の

指導・処分

相当の猶予期限をつけて、勧告に

係る措置をとるべきことを命ずる

期限を定めて必要な措置をとるべき

ことを勧告し、税務課へ報告　

特定空家等

評点≧200

(極めて管理不全)

評点≧31

周囲に影響は無いが

活用も難しい

＊助言、指導無

経過観察

必要に応じ①へ

1≦評点≦30

所有者

判明

略式代執行

緊急安全措置

現地調査

判定表作成

通報、相談などにより

空家等の可能性がある建築物を把握

利活用可能空き家として登録(空き家バンク等で

活用を促進する。)

費用回収等

事務処理

多少修繕が必要な状態 即入居可能な状態

命令

(標識等で公示)

倉 吉 市 空 家 等 対 処 フ ロ ー 図
資料３

複数回助言、　指導等を行う

３１点以上 ０～３０点

０点

１～３０点

空家等 完　了

緊急安全措置

経過観察

必要に応じ①へ

審　議　会

改善

経過観察

必要に応じ①へ
必要に応じ①へ

経過観察

必要に応じ①へ

過　料

行政代執行

費用回収等

事務処理

２００点以上 ０～１９９点

審　議　会

必要に応じ審議会へ諮問

改善すれば完了とし

必要に応じ①へ

必要に応じ①へ

所有者等判明後費用請求等

改善

略式代執行

①

周辺状況などから総合的に判断し勧告

以降の指導・処分の是非を協議

特 定 空 家 等 特定空家等ではない

YES

N O 行政指導

完　了調　査 行政処分

倉吉市空家等

対策審議会

判定表による判別

判　断 緊急安全措置

凡　例

助言または指導

勧　告

助　言

管理不全空家等

指導

修繕が必要な状態（31～99点）または、管理不全（100～199点）

または、極めて管理不全な状態（200点以上）

指導

審　議　会

勧　告　

改善

勧告

改善

必要に応じ①へ

必要に応じ①へ
経過観察

必要に応じ①へ

経過観察

必要に応じ①へ

税務課へ報告　

周辺状況などから総合的に判断し

指導の是非を協議

所有者

判明

財産管理人の検討

必要に応じ①へ


